
４．退院調整室による転院患者の割合 

 

 当院で急性期治療を終えた患者の療養先確保については、転院を受ける病院も限られ、医

療処置を残したままでの在宅療養へ移行する患者も増加しつつある。 

 平成 25 年 2 月から藤田保健衛生大学地域包括ケア中核センターが設置され、スムーズな在

宅医療への移行支援体制が整い連携を行っている。しかし、在宅療養が困難な患者の場合は、

病院・施設への転院を余儀なくされている。退院調整件数全体の約５０％が転院であること

から、医療機能の異なる医療機関、あるいは医療と介護・福祉との連携についても、今後連

携強化が必要とされる。 

 病院機能分化が促進され、高度急性期機能病院としての役割を求められている現状で、退

院調整機能を高め、平均在院日数短縮、病床利用率・回転率をあげる必要がある。 

 

データ提供 医療連携福祉相談部 
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